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「平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 24年８月 31日）」 

の送付について 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

「平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 24 年８月 31 日）」

を送付いたしますので、各自治体におかれましては、御了知の上、管内市（区）町村、関

係団体、関係機関に周知徹底を図るとともに、その取扱いに当たっては遺漏なきよう期さ

れたい。 

 

（照会先） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

評価・基準係 原、中村（３０３６） 

TEL：０３－５２５３－１１１１ 
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当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしい

か。 

（答） 

○ 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があ

った場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に

影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。 

また、福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直し

をする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。 

 

問 18 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。 

（答） 

○ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継

続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使

の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。 

また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部

分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金

改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。 

 

問 19 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と

同様、返還する必要があるのか。 

（答） 

○ 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、

加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を

下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 

なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求

として全額返還となる。 

 

問 20 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全

額返還となるのか。 

（答） 

○ 加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の

提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わな

い場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。 

 

問 21 通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、４月から加算

を算定しようとする場合、３月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成

して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのでは
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